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提
出
す
る
弁
明
書
に
つ
い
て
は
、

以
前
か
ら
電
子
メ
ー
ル
な
ど
の

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
提
出
が
可
能

で
あ
り
、
今
回
の
条
例
改
正
は

運
用
に
つ
い
て
は
何
ら
変
更
を

及
ぼ
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
の
廃
止

（
第
55
号
議
案
）

　

府
相
公
民
館
の
移
転
新
築
に

伴
い
、
令
和
２
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
を

廃
止
し
ま
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

廃
止
後
の
施
設
や
土
地
は

ど
う
す
る
の
か
。

答　

昭
和
39
年
に
旧
耐
震
基
準

で
建
築
さ
れ
た
建
物
で
あ
り
、

耐
震
性
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、

今
年
度
末
を
も
っ
て
用
途
廃
止

さ
れ
た
後
は
令
和
２
年
度
中
に

解
体
し
、
解
体
後
の
土
地
は
所

有
者
で
あ
る
府
相
区
に
返
還
す

る
予
定
で
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
府
相
公
民
館
の
移
転
新
築

が
決
ま
り
、
地
元
関
係
者
や
利

用
者
へ
周
知
を
図
っ
て
き
た
。

利
用
者
は
府
相
公
民
館
や
市
民

会
館
等
の
公
共
施
設
、
各
地
区

集
会
所
の
ほ
か
、
民
間
の
施
設

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
活
動

が
継
続
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
地
元
関
係
者
の
理
解
も

得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
廃
止
は

妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

反
対
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
の
廃

止
に
よ
っ
て
、
市
民
セ
ン
タ
ー

が
一
つ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

市
民
が
自
由
に
活
動
で
き
る
場

が
ど
ん
ど
ん
減
ら
さ
れ
て
い
る
。

市
民
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
あ
り
き

で
進
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。

●
文
学
記
念
館
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
（
第
56
号
議
案
）

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
海

辺
の
文
学
記
念
館
に
新
た
に
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
職
員
の
規
定
の

削
除
な
ど
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

●
経
済
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

指
定
管
理
者
か
ら
ど
の
よ

う
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
案
さ
れ
た

の
か
。

答　

観
光
シ
ー
ズ
ン
の
週
末
の

開
館
時
間
の
延
長
や
休
館
日
を

設
け
な
い
な
ど
の
提
案
の
ほ
か
、

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
軽
食
サ

ー
ビ
ス
や
蒲
郡
を
舞
台
と
し
た

書
籍
の
朗
読
会
の
開
催
な
ど
の

提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

問　

経
費
面
で
は
ど
の
よ
う
な

利
点
が
あ
る
か
。

答　

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
平
成
30
年
度
の

維
持
・
管
理
に
係
る
経
費
と
比

べ
て
、
約
10
％
か
ら
15
％
の
削

減
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

●
手
話
言
語
条
例
の
制
定

（
第
57
号
議
案
）

　

手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認

識
に
基
づ
き
、
市
民
一
人
一
人

が
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

ろ
う
者
が
手
話
を
通
じ
て
必
要

な
情
報
を
取
得
し
、
手
話
に
よ

り
十
分
な
意
思
疎
通
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、

市
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を

尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実

現
を
目
的
に
、
手
話
言
語
条
例

を
制
定
し
ま
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

条
例
制
定
に
よ
り
、
具
体

的
に
何
が
、
ど
う
変
わ
る
か
。

答　

こ
の
条
例
は
理
念
的
な
条

例
で
あ
り
、
制
定
後
に
具
体
的

に
何
か
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
今
後
は
条
例
の
目

的
や
基
本
理
念
を
市
民
に
周
知

し
、
市
民
の
間
で
手
話
へ
の
理

解
や
普
及
が
さ
ら
に
進
む
よ
う

に
必
要
な
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
令
和
２
年
度
以
降
、

市
職
員
向
け
の
研
修
や
、
市
民

が
気
軽
に
申
し
込
め
る
初
心
者

向
け
講
座
の
開
催
等
を
検
討
し

て
い
ま
す
。

●
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

（
第
70
号
議
案
）

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の

制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
を
踏

ま
え
、
印
鑑
登
録
証
明
事
務
処

理
要
領
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
伴
い
、
成
年
被
後

見
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不

当
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
、
印

海辺の文学記念館

新府相公民館（イメージ図）


